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１．マイナンバー導入の目的１．マイナンバー導入の目的１．マイナンバー導入の目的１．マイナンバー導入の目的

� 政府の広報資料によると、下図の通り３つの目的があります。
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２．マイナンバーの利用範囲２．マイナンバーの利用範囲２．マイナンバーの利用範囲２．マイナンバーの利用範囲

� 政府の広報資料によると、マイナンバーの利用範囲は、下図のとおりですが、確定拠出年金では、

「年金分野」と「税分野」で、マイナンバーの利用が予定されています。

⇒上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務地方公共団体が条例で定める事務地方公共団体が条例で定める事務地方公共団体が条例で定める事務に利用。
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３．マイナンバーの取扱事務３．マイナンバーの取扱事務３．マイナンバーの取扱事務３．マイナンバーの取扱事務

マイナンバー（個人番号）の取扱事務は、マイナンバー（個人番号）の取扱事務は、マイナンバー（個人番号）の取扱事務は、マイナンバー（個人番号）の取扱事務は、

自らの業務にマイナンバーを利用する事務である個人番号利用事務と、自らの業務にマイナンバーを利用する事務である個人番号利用事務と、自らの業務にマイナンバーを利用する事務である個人番号利用事務と、自らの業務にマイナンバーを利用する事務である個人番号利用事務と、

個人番号利用事務を実行するうえで、補助的にマイナンバーを扱う事務である個人番号関係事個人番号利用事務を実行するうえで、補助的にマイナンバーを扱う事務である個人番号関係事個人番号利用事務を実行するうえで、補助的にマイナンバーを扱う事務である個人番号関係事個人番号利用事務を実行するうえで、補助的にマイナンバーを扱う事務である個人番号関係事

務の２つに分類されます。務の２つに分類されます。務の２つに分類されます。務の２つに分類されます。

� 個人番号利用事務

– 前ページに示した、「社会保障分野」「税分野」「災害対策分野」の行政手続きに関する事務

– 利用者は主に「行政機関」「公的機関」等に限定されます。

• 確定拠出年金も、この「等」の中に含まれています。

– 利用目的は「行政事務の効率化・透明化」「行政サービスの利便性向上」等であり、法律または自治体の条例に定められた事務に限定

されます。

• 確定拠出年金が行う事務は、当面は税分野税分野税分野税分野の事務に限定されます。

– 民間での利用については、２０１８年１０月を目途に、必要に応じて措置を講ずるものとされています。

� 個人番号関係事務

– 個人番号利用事務について、行政機関等が業務に個人番号を利用するに当たり、補助的に個人番号を扱う事務

• 一般企業が、税務署に提出する書類や、社会保障関係の書類に、個人番号を記入する事務などです。

– 一般企業が、補助的な事務以外の目的で、個人番号を利用することはできません。
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４．確定拠出年金の個人番号利用事務（税分野）４．確定拠出年金の個人番号利用事務（税分野）４．確定拠出年金の個人番号利用事務（税分野）４．確定拠出年金の個人番号利用事務（税分野）

業務の内容業務の内容業務の内容業務の内容

• 確定拠出年金規約に基づく給付支払いにおいて、

税務関連の帳票などに「個人番号」を記載する

具体的な作業内容

個人番号の収集個人番号の収集個人番号の収集個人番号の収集

• 給付の裁定請求時に、マイナンバーを記入してもらう

• 添付資料などで本人確認を行う

個人番号の管理保管個人番号の管理保管個人番号の管理保管個人番号の管理保管

• 個人番号の漏洩、滅失または毀損の防止その他適切な管

理のため、安全管理措置が求められる

個人番号の利用＝支払調書等への番号記載個人番号の利用＝支払調書等への番号記載個人番号の利用＝支払調書等への番号記載個人番号の利用＝支払調書等への番号記載

• ２０１６年１月以降の支払い分より、支払調書等へ個人番

号の記載が義務化される

個人番号の廃棄個人番号の廃棄個人番号の廃棄個人番号の廃棄

• 個人番号の利用終了後、速やかに廃棄する

資産管理機関

確定拠出年金実施企業

特定金銭信託契約により、すべ

ての個人番号利用事務を委託

再委託契約

運営管理機関

記録関連運営管理機関

個人番号利用事務等の委託を行う場合、委託先および再委託先

について必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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５．確定拠出年金の個人番号関係の安全管理措置５．確定拠出年金の個人番号関係の安全管理措置５．確定拠出年金の個人番号関係の安全管理措置５．確定拠出年金の個人番号関係の安全管理措置

講ずべき安全管理措置の内容講ずべき安全管理措置の内容講ずべき安全管理措置の内容講ずべき安全管理措置の内容

Ａ 基本方針の策定 Ｂ 取扱規程等の策定

Ｃ 組織的安全管理措置 Ｄ 人的安全管理措置

Ｅ 物理的安全管理措置 Ｆ 技術的安全管理措置

安全管理措置の内容

基本方針の策定基本方針の策定基本方針の策定基本方針の策定

取扱規程等の策定取扱規程等の策定取扱規程等の策定取扱規程等の策定

• すべての個人番号利用事務を委託するため、実質的な内

容は、委託先の監督、再委託先の間接的な監督です。

• 委託先との契約により、必要な安全管理措置が取られて

いることを確認する必要があります。

• 定期的に、委託先において、必要な安全管理措置が取ら

れていることを確認する必要があります。

資産管理機関

確定拠出年金実施企業

特定金銭信託契約により、すべ

ての個人番号利用事務を委託

再委託契約

運営管理機関

記録関連運営管理機関
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６．マイナンバーにかかる今後の対応６．マイナンバーにかかる今後の対応６．マイナンバーにかかる今後の対応６．マイナンバーにかかる今後の対応

マイナンバー制度マイナンバー制度マイナンバー制度マイナンバー制度

事業主事業主事業主事業主

資産管理機関資産管理機関資産管理機関資産管理機関

運営管理機関等運営管理機関等運営管理機関等運営管理機関等

２０１５年 ２０１６年１月～

マイナンバー通知

マイナンバー利用開始

個人番号カードの交付

各種規程類の整備各種規程類の整備各種規程類の整備各種規程類の整備 委託先の監督委託先の監督委託先の監督委託先の監督

契約書の締結契約書の締結契約書の締結契約書の締結

再委託の許諾再委託の許諾再委託の許諾再委託の許諾

安全管理措置の順守安全管理措置の順守安全管理措置の順守安全管理措置の順守

委託された業務の遂行委託された業務の遂行委託された業務の遂行委託された業務の遂行

� 既存受給者、新規受給者に係るマイナンバーは、運営管理機関または記録関連運営管理機関が、受給者本人か

ら直接収集することが想定されます。

� マイナンバーの収集は、事業主が資産管理機関に委託し、資産管理機関は、運営管理機関等に再委託します。
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７．マイナンバーにかかる弊社のサポート７．マイナンバーにかかる弊社のサポート７．マイナンバーにかかる弊社のサポート７．マイナンバーにかかる弊社のサポート

マイナンバーに関して、確定拠出年金を実施している企業様に対して、以下のようなマイナンバーに関して、確定拠出年金を実施している企業様に対して、以下のようなマイナンバーに関して、確定拠出年金を実施している企業様に対して、以下のようなマイナンバーに関して、確定拠出年金を実施している企業様に対して、以下のような

サポートをいたします。サポートをいたします。サポートをいたします。サポートをいたします。

� マイナンバーに係る諸規程のうち、確定拠出年金に関わる規程類の整備

� 個人番号利用業務の委託契約内容の確認

� 再委託受諾に関する確認

� 委託先、再委託先の継続的な管理


